
第６章 子育て支援課 

 

１ 次世代育成支援対策等の推進（「千葉県子ども・子育て支援プラン２０２０」の推進） 
子ども・子育て支援法に基づき市町村が行う幼児期の教育・保育等の提供体制の計画的な整備を支援

する「千葉県子ども・子育て支援事業支援計画」と、次世代育成支援対策推進法に基づき子どもが健や

かに生まれ育成される社会の実現に向けた子どもと子育て家庭への支援に関する施策の方向性や目標を

定めた「新 千葉県次世代育成支援行動計画（前期計画）」とを継承し、一体的な計画として令和２年 

３月に３月に策定し、令和５年３月に中間見直しを行った「千葉県子ども・子育て支援プラン２０２０」

について、進捗状況の点検とその評価を行う。 
なお、こども基本法に基づき、県のこども計画として、本プランと子ども・若者育成支援推進法に   

基づく「千葉県青少年総合プラン」、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に基づく   

「千葉県子どもの貧困対策推進計画」及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく「千葉県ひとり親  

家庭等ふれあいサポートプラン」を一体的に取りまとめ、県のこども・若者施策の共通の基盤となる  

「千葉県こども・若者みらいプラン」を令和７年３月に策定した。 
＜「千葉県子ども・子育て支援プラン２０２０」の概要＞ 
○ 基本理念 

子どもは地域の宝 すべての子どもと子育て家庭の育ちを地域のみんなで支える 
  ○ 基本的視点 

（１）子ども一人ひとりの権利の尊重 
（２）すべての子どもと子育て家庭を支援 
（３）地域全体で支える子育て 

  ○ ３つの柱 
     Ⅰ 安心して妊娠・出産し、ゆとりをもって子どもを育てられる環境づくり 
     Ⅱ 子どもが愛情に包まれて健やかに成長し、自立できる環境づくり 
     Ⅲ 地域全体で、子育てを応援し、子どもを守る環境づくり 

 

２ 多様な保育サービスの充実 

（１）保育所等の整備 

核家族化の進行及び女性の就業率の増加等に伴う保育需要の増加、多様化に対処するため、保育所等

の適正配置を図るとともに多機能化を推進し、児童処遇の向上に努めている。 

表１ 年度別保育所等設置状況（各年4月 1日現在） 

年 度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

施設数 1,710 1,824 1,909 1,943 1,983 

定員数 124,921 130,083 134,002 136,123 137,363 

※認定こども園（2･3 号）、地域型保育事業を含む 

 

（２）認定こども園制度 

認定こども園とは、小学校就学前の子どもに対する教育・保育並びに保護者に対する子育て支援を総

合的に提供する施設であり、４つの類型がある。 

① 幼保連携型 

学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ単一の施設であり、知事又は指定都市若しくは    

中核市の長の認可を受ける。 

② 幼稚園型 



認可幼稚園が保育所機能を併せ持つ施設であり、知事又は指定都市若しくは中核市の長の認定を受

ける。 

③ 保育所型 

認可保育所が幼稚園機能を併せ持つ施設であり、知事又は指定都市若しくは中核市の長の認定を受

ける。 

④ 地方裁量型 

幼稚園機能と保育所機能を併せ持つ施設であり、知事又は指定都市若しくは中核市の長の認定を受

ける。 

 

表２ 本県における認可・認定状況（令和6年4月 1日現在） 

類型別 公私別  

幼保連携型 保育所型 幼稚園型 地方裁量型 公  立 私  立 

142 25 99 7 58 215 

 

（３）保育の実施 

表３ 保育所等施設及び入所児童の状況（令和6年 4月 1日現在） 

区  分 施設数（か所） 定 員 数 現 員 数 

公  立 372 41,332 31,917 

私  立 1,611 96,031 91,992 

計 1,983 137,363 123,909 

※ 認定こども園（2･3号）、地域型保育事業を含む 

 

（４）保育所、幼保連携型認定こども園への指導 

表４ 令和５年度保育所、幼保連携型認定こども園指導監査実施状況 

保育所 幼保連携型認定こども園 

対象 

施設数 

監査実施数 対象 

施設数 

監査実施数 

実地 書面 計 実地 書面 計 

791 451 233 684 99 56 36 92 

（千葉市、船橋市、柏市を除く。） 

 

（５） 保育内容の拡充 

① 乳児保育 

県単独補助事業により助成を行い、乳児保育の促進を図っている。 

表５ 全入所児童に対する乳児入所施設数の状況（令和6年 4月 1日現在） 

 ※乳児が入所している保育所等数 うち満3ヶ月未満児が入所している保育所等数 

51 市町村 1,224 34 

千葉市   346 19 

船橋市   191  8 

柏市   110  4 

合計  1,871 65 

  ※乳児は０～１歳としている。 

 

 



② 延長保育 

国庫補助事業により助成を行い、通常の保育時間を超える延長保育の促進を図っている。 

表６ 保育所の開所時間の状況（令和6年 4月 1日現在） 

 8 時間 
8時間超 

9時間未満 

9時間超 

10 時間未満 

10 時間以上 

11 時間未満 

11 時間以上 

12 時間未満 
12 時間以上 合計 

51 市町村 2 1 9 60 254 1,012 1,338 

千葉市 5 0 0 0 59 294 358 

船橋市 0 0 2 1 16 153 172 

柏市 0 0 0 0 7 108 115 

合計 7 1 11 61 336 1,567 1,983 

 

③ 障害児保育 

保育の必要があり、保育所で行う保育（集団保育）が可能で日々通所できる障害児の受入れの促進

を図るため県単独補助事業により助成を行っている。 

表７ 障害児保育実施状況 

   年度 

区分 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

市町村 児童数 市町村 児童数 市町村 児童数 市町村 児童数 市町村 児童数 

障害児受入 32 144 27 142 29 175 30 201 34 210 

        （千葉市、船橋市、柏市を除く） 

※ 障害児受入数については、保育所・幼保連携型認定こども園入所児童のうち特別児童扶養手当支給対

象者数を記載。 

 

④ 一時預かり事業 

国庫補助事業により助成を行い、保護者の就労形態の多様化、傷病等による一時的な保育需要に対

応する一時預かり事業の促進を図っている。 

表８ 一時預かり事業の実施状況 

年度 

区分 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

市町村 施設数 市町村 施設数 市町村 施設数 市町村 施設数 市町村 施設数 

一時預かり 52 519 52 499 52 533 52 567 54 589 

※ 幼稚園又は認定こども園で実施する「幼稚園型」を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（６）保育士の養成 

① 保育士養成 

令和６年４月１日現在、本県における保育士の養成施設は２３施設（２９課程）で、入学定員は 

２，３７７人である。 

表９ 保育士養成施設卒業者の就職状況 

（令和6年3月卒業者) 

② 保育士試験 

保育士養成施設のほか、保育士資格を取得するための保育士試験制度があり、試験を年２回実施し

ている。 

表１０ 保育士試験実施状況 

年度 受験者 
試験 

合格者 

全部免除※ 

合格者 

合格者 

合計 

令和 2年度 
前期 1,818 人 51 人 114 人 

829 人 
後期 2,211 人 567 人 97 人 

令和 3年度 
前期 2,162 人 422 人 49 人 

1,087 人 
後期 2,332 人 506 人 110 人 

令和 4年度 
前期 2,353 人 774 人 63 人 

1,567 人 
後期 2,086 人 661 人 69 人 

令和 5年度 
前期 1,935 人 596 人 41 人 

1,208 人 
後期 1,672 人 475 人 96 人 

令和 6年度 
前期 1,696 人 502 人 51 人 

1,102 人 
後期 1,557 人 448 人 101 人 

※全部免除とは…幼稚園教諭免許状所有者（実技試験等が免除）が指定保育士養成施設において科目  

を履修することにより、対応する筆記試験科目が免除になり、保育士試験を全部免除

で合格する制度である。 

※令和2年度は、前期筆記試験について、新型コロナウイルス感染症対策により中止。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卒  業  者  数 

児童福祉施設 

幼 稚 園 そ の 他 
保育所、 

幼保連携型 

認定こども園 

左記以外 

養成施設計 1,696 人 926 人 65 人 203 人 326 人 

卒業生に対する割合 54.5％ 3.8％ 11.9％ 19.2％ 



（７）認可外保育施設への指導 

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」（令和６年３月２９日こ成保第２０６号）に  

基づき、「認可外保育施設指導監督実施要綱」を制定し、毎年１０月１日に現況報告書を徴するとともに、

立入調査を行い指導している。 

表１１ 認可外保育施設の状況（令和6年 3月 31日現在） 

種別 ベビーホテル 
事業所内 

保育施設 

居宅訪問型 

保育事業 
その他 計 

施設数 29 249 267 63 608 

児童数 121 2,223 146 2,262 4,752 

（千葉市、船橋市、柏市を除く。） 

 

３ 地域の子育て支援体制の充実    

（１）地域子育て支援拠点事業 

家庭や地域における子育て機能の低下や、子育て中の親の孤独感や負担感の増大等に対応するため、

子育て親子の交流等を促進する拠点を設置することにより、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や

子育ての不安・悩みを相談できる場を提供する。 

表１ 地域子育て支援拠点事業の実施状況 

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

箇所数 335 340 346 359 361 

 

（２）児童手当の支給 

児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与すると 

ともに次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援することを目的とし、平成２４年３月に児童手当法

の一部が改正され､同年４月から施行された。令和６年１０月に制度改正が行われ、以下の内容が 変更

された。 

   ・所得制限の撤廃 

   ・支給対象児童の高校生年代までの延長 

   ・第３子以降の支給額の増額、第３子以降のカウント方法の変更 

   ・支給回数の変更（年３回から年６回） 

①支給要件  

日本国内に住所を有しており、高校生年代まで（１８歳に達する日以後最初の３月３１日まで）の

児童を監護し、生計同一であること 等 

②支給金額 

児童の年齢 児童手当の額（一人当たり月額） 

３歳未満 １５，０００円（第３子以降は３０，０００円） 

３歳以上高校生年代まで １０，０００円（第３子以降は３０，０００円） 

※「第３子以降」とは、２２歳年度末まで（大学生に限らず、親等の経済的負担がある場合を含む）

の養育している児童のうち、３番目以降をいいます。 

③支給方法 

（ア）受給資格者は住所地の市町村長に認定請求書を提出し､その認定を受けた市町村長から支給  

される。なお、公務員については所属庁の長(又はその委任を受けたもの)へ認定請求書を提出し､

所属庁から支給される。 

（イ）支給開始月は認定請求を行った日の属する月の翌月から支給される。 



（ウ）支払いは２月､４月、６月､８月、１０月、１２月の６回、それぞれ前月までの２か月分がまと

めて支払われる。 

 

（３）放課後児童健全育成事業 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に児童厚生

施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えてその健全な育成を図る事業である。 

表２ 放課後児童健全育成事業実施状況（国調査集計結果）（各年5月1日時点、R2は 7月 1日時点） 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

市町村 54 54 54 54 54 

箇所数 1,537 1,570 1,596 1,720 1,795 

 

（４）児童館（児童センター）の設置状況 

児童館（面積２１７．６㎡以上）は、屋内型の児童厚生施設として、集会室、遊戯室、図書室等を    

設け、児童厚生員が地域の児童に健全な遊び場を与え、幼児及び少年を集団的、個別的に指導して児童

の健康を増進し、情操を豊かにするとともに、子ども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を  

図ること、その他地域の必要に応じて幼児や放課後児童の保護育成指導を行うこと等の機能を持って 

いる。 

また、昭和５３年度から、都市部においては、児童館の機能に加えて、体力増進を図ることを目的と

した特別の指導機能を有する児童センター（面積３３６．６㎡以上）の設置が行われている。 

このように、児童館（児童センター）は、地域児童の健全育成に関する総合的な機能を有するもので   

ある。 

令和７年２月２６日現在の設置状況は２４市町９２施設となっており、うち６０施設は児童センター

である。 

 

※箇所数については、支援の単位を記載 

 


